
別紙１

265,000,000

（事業に使用する物の支給、又は

機械器具等の貸与を受けた場合）

請負代金に加算する額は消費税等

相当額を含む金額を記入する。

（事業の種類が「機械装置の組立て又

は据付けの事業」、かつ告示で定める

工事用物の価格が請負代金に含まれる

場合）請負代金から控除する額は消費

税等相当額を含む金額を記入する。

上段には消費税等相当額を含む

請負金額を記入する。

下段には別紙２・３の④、別紙

４の⑥の額を記入する。

265,000,000
262,500,000
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別紙２

請　負　金　額　（円）

　　年　　月　　日

（内訳） 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

注意

１　この内訳書は、平成25年9月30日以前に労災保険に係る保険関係が成立した事業であって、

　令和元年10月1日現在で保険関係が成立しており、平成31年4月1日以降に請負金額が増額

　された事業について使用します。

2　この内訳書は、令和元年10月1日以降の確定保険料申告書の提出の際、申告書に添付して

　ください。

３　③において、110分の５を乗じることによって1円未満の端数が生じた場合は、これを

　1円に切り上げてください。

③　②　×　

④　①　ー　③

請負金額内訳書（有期事業）

①　確定保険料申告時の請負金額

区　　　分

②　①のうち、平成31年4月1日以降に増額された

　　部分（消費税額を含む。）に係る請負金額

増額工事の契約締結日

増額工事の契約締結日

増額工事の契約締結日

110

5



別紙３

請　負　金　額　（円）

　　年　　月　　日

（内訳） 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

注意

増額工事の契約締結日

③　②　×

④　①　＋　②　ー　③

１　この内訳書は、平成25年10月1日から平成27年3月31日までに労災保険に係る保険関係が

　成立した事業であって、令和元年10月1日現在で保険関係が成立しており、平成31年4月1日

　以降に請負金額が増額された事業について使用します。

2　この内訳書は、令和元年10月1日以降の確定保険料申告書の提出の際、申告書に添付して

　ください。

３　①において、108分の105を乗じることによって1円未満の端数が生じた場合は、これを

　切り捨ててください。

４　③において、110分の5を乗じることによって1円未満の端数が生じた場合は、これを1円に

　切り上げてください。

請負金額内訳書（有期事業）

区　　　分

①　増額前の請負金額　×

②　平成31年4月1日以降に増額された

　　部分（消費税額を含む。）に係る請負金額

増額工事の契約締結日

増額工事の契約締結日

110

5

105

108



別紙４

請　負　金　額　（円）

（内訳） 　　年　　月　　日

（内訳） 　　年　　月　　日

注意

③　②　×

⑥　①　ー　③　ー　⑤

１　この内訳書は、平成25年9月30日以前に労災保険に係る保険関係が成立した事業であって、

　令和元年10月1日現在で保険関係が成立しており、平成25年10月1日から平成31年3月31日

　までの間（消費税率８％）及び平成31年4月1日以降（消費税率10％）にそれぞれ請負金額

　が増額された事業について使用します。

2　この内訳書は、令和元年10月1日以降の確定保険料申告書の提出の際、申告書に添付して

　ください。

３　③、⑤において、１円未満の端数が生じた場合は、これを１円に切り上げてください。

④　①のうち、平成31年4月1日以降に増額された

　　部分（消費税額を含む。）に係る請負金額

増額工事の契約締結日

⑤　④　×

請負金額内訳書（有期事業）

区　　　分

①　確定保険料申告時の請負金額

②　①のうち、平成25年10月1日から平成31年3月31日まで

      に増額された部分（消費税額を含む。）に係る請負金額

増額工事の契約締結日

110

5

108

3


